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特別支援学校長 様 

特別支援教育課長 

特別支援学校における新型コロナウイルス感染症対策のための       

一斉臨時休業に関する対応について 

 

 各校におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策に伴う一斉臨時休業に対し、幼児児童

生徒や保護者の方へのきめ細かな対応に努めていただいていますことに感謝申し上げます。 

これまで各ご家庭や地域の放課後等デイサービス事業所（以下「事業所」という）等の様々な

工夫や努力、学校における受入等により幼児児童生徒の日中の居場所を確保してきていただいて

おりますが、臨時休業も２週目に入り、各地域の状況を確認したところ、休業期間が長期に渡る

ことによる、幼児児童生徒や保護者の方のストレスの蓄積や事業所における対応等が課題となっ

てきております。 

つきましては、下記事項を踏まえた対応をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 放課後等デイサービス事業所への学校職員の派遣について 

・ 学校職員の事業所への派遣については、３月９日付け事務連絡にてお伝えしたとおり、事

業所から要請があった場合を想定しておりましたが、現在の事業所の状況等を鑑み、今後は、

学校から事業所へ連絡を取っていただき、人材不足等で課題を抱えている事業所に対しては、

学校職員の派遣について積極的な協力を行ってください。 

    

２ 臨時休業中の学校受入の幼児児童生徒を対象としたスクールバスの送迎について 

 ・ これまで、臨時休業中における学校の受入については、感染防止の観点から、スクールバ

スによる送迎は行わないこととしてきたことから、遠距離等の理由で学校への送迎が難しい

ご家庭では、様々な工夫や努力により学校以外の居場所を確保していただいてまいりました。

しかしながら、休業期間が長引く中、こうしたご家庭の負担が大きくなっていることから、

今後は、以下に記す事項を踏まえた上で、スクールバスの送迎を行うこととします。 

＜対象となる家庭＞  

・いわゆる共働きやひとり親等で、学校への送迎手段がない、または送迎が困難なために、日

中の居場所確保に苦慮している家庭が対象 

＜スクールバスの運行にあたって＞ 

・ 十分な感染防止対策を行った上で実施すること 

※ 別紙スクールバス運行上に関わる対応につい 

て参照） 

・ 委託会社へは、学校より連絡する（運行日時・ 

バス停・乗車幼児児童生徒数・感染対策・添乗員等） 

※ 遅くとも運航日の前日までに連絡すること 
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別紙１ 

一斉休業中のスクールバス運行にかかわる対応について 

特別支援教育課 

 スクールバスの運行に当たっては、以下の点に留意して対応願います。 

 

１ 確認事項 

 (1)運転手及び添乗職員の対応 

① 運転手及び添乗職員の健康観察の実施（チェックリスト活用） 

→乗車前に健康観察を実施（別紙参照）する。 

□直前の検温 37.5 度以下である。   □ 咳、のどの痛み等の症状がない。 

□体調に特段変化はない（健康である）。□同居家族に健康状態の変化がない。 等 

※ 体調がすぐれない等、変化がある場合は乗車しない。 

② 運転手及び添乗職員のマスク着用、手洗い、うがい、手指のアルコール消毒等の実施 

※ 学校保存用で対応。（不足の場合は、特別支援教育課へ相談） 

③ 運行ルートにおける換気の実施 

※ 児童生徒の乗下車のために停車した際に換気を実施する。 

※ 児童生徒の安全確保に十分に配慮し、可能な範囲で行う。 

※ エアコン等の利用の場合、室内循環は使用しない。 

 (2)運行時の職員体制 

  ① 利用児童生徒数及び上記対応により、安全が十分確保でき、かつ最小となる職員が乗車 

する。 

２ 乗車時の注意事項 

① 職員の感染リスクを高めないため、可能な範囲で間隔を置いて着席する。 

② 児童生徒の座席は、できる限り間隔をとるように設定する。 

※ 通路両側の座席に分かれ、かつ交互になるよう着席する等工夫する。 

※ 座席の固定等対応の必要な児童生徒の乗車も考えられるため、安全に十分留意し、

可能な範囲で計画する。 

３ 乗車児童生徒への対応 

① 乗車前、家庭における健康観察の実施（別紙参照） 

□直前の検温 37.5 度以下である。  □体調に特段変化はない（健康である）。 

□同居家族に健康状態の変化がない。（□学校での受け入れ中に体調の変化がみられない）等 

→乗車時に、職員へ健康チェックリストを提出する。（初日のみ、口頭で報告いただく） 

② 乗車前のアルコール消毒（児童生徒の実態に応じて） 

③ マスク着用（児童生徒の実態に応じて） 

④ 下校時までに、体調の変化があった場合は、保護者に迎えを依頼する。 

４ 学校到着後の対応 

① 座席、手すり等の消毒を実施（委託業務責任者に依頼）する。 

５ その他 

① 健康チェックリスト（別紙２）を保護者に配布し、乗車の際に受け取る。 

※ 初日は、保護者に健康チェックリストの配布ができないことから、口頭で報告を受ける。 

② 運転手及び添乗職員も乗車の前に健康チェックリスト（別紙３）にて、健康観察を実施する。 

→運転手は事務長に提出、添乗職員は教頭に提出することを基本とするが、実情に応じて学

校で検  

 討する。 



 

別紙２ 

健康チェックリスト（児童生徒用） 

〇体調について、当てはまる項目の□に✔してください。 

（下記に該当するものがあったら、スクールバスの乗車はご遠慮ください。） 

〇スクールバス乗車前に、職員にお渡しください。（初日のみ、口頭報告） 

 

 

養護学校     部  年 児童生徒 氏名 

チェック欄 症   状 

□ のどの痛み 

□ 咳（せき）がでる 

□ 痰（たん）がからむ 痰（たん）がでる 

□ 鼻水（はなみず）がでる 鼻づまりがある 

□ からだがだるい  からだがおもい 

□ 発熱（37.5℃以上）※ 家を出る直前に検温 

□ 息苦しさがある（いつもとちがうくるしさ） 

□ 同居している家族に上記項目に該当する者がいる 

 

 

直前の家での体温 （家庭で対応）    ．  ℃ 
 

 

※  この用紙は、学校で保存します。 

 

 

 

 

下校前の体温（学校で対応） ．  ℃ 



 

別紙３ 

健康チェックリスト（職員用） 

〇体調について、当てはまる項目の□に✔してください。 

（下記に該当する場合は、スクールバスの乗車は行わない。） 

 

 

 氏名 

チェック欄 症   状 

□ のどの痛み 

□ 咳（せき）がでる 

□ 痰（たん）がからむ 痰（たん）がでる 

□ 鼻水（はなみず）がでる 鼻づまりがある 

□ からだがだるい  からだがおもい 

□ 発熱（37.5℃以上）※ 添乗直前に検温 

□ 息苦しさがある（いつもとちがう苦しさ） 

□ 同居している家族に上記項目に該当する者がいる 

※ 教頭へ相談 

 

 

直前の体温     ．  ℃ 
 

 

※  この用紙は、学校で保存 

 


